
令和７年度事業計画 

１ 基本方針 

我が国における少子高齢化は年々進行し、２０２４年９月現在、総人口に占める

高齢者の割合は、２９.３％と過去最高を更新しています。国立社会保障・人口問題

研究所の将来推計人口によると、高齢者の割合は今後も増え続け、２０３０年には

３０．８％になるとされていますが、矢板市の高齢化率はさらに高く、３８．８％、

実に２．６人に１人が６５歳以上の高齢者になると見込まれています。 

少子高齢化社会において、元気で働く意欲のある高齢者に対し、社会の支え手と

して働く機会を提供し就業してもらうことによって、生きがいづくりや健康の維

持・増進に寄与することが、シルバー人材センターの本来的な使命であり、存在意

義であると考えています。 

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年度には全国

のシルバー人材センターの会員は７０万人を割り、その後も下げ止まらない状況

が続いており、全国シルバー人材センター事業協会においては、この流れを反転

させ会員数の持続的な拡大を目標としております。当センターにおいても、新型

コロナウイルス感染症はもとより、企業の定年延長や雇用機会確保などの影響も

あり会員数が伸び悩んでおります。令和６年度末の会員数は前年度より微増した

ものの、会員不足はまだまだ解消されていません。引き続き令和元年度の会員数

に戻すことを目標とし、シルバー人材センターの事業内容を周知するとともに就

業機会の開拓に努め、入会促進や女性会員の拡大と退会抑制策を講じて会員の増

加に取り組んでまいります。 

また、就業にあたっては安全就業に対する意識を高めるため、積極的に研修会・

講習会の開催や安全就業パトロールを実施し、事故の未然防止を図ります。 

さらに、令和６年１１月１日に施行された「特定受託事業者に係る取引の適正化

等に関する法律」に適切に対応するため、事業所の理解を得つつ新たな契約方法へ

の円滑な移行を進めるとともに、デジタル化を推進することにより、事務の効率化

や会員のデジタルに関する知識や技能の向上に努めてまいります。 

加えて、奉仕作業やシルバー元気宅配サービス事業などのボランティア活動を積

極的に行うことによって地域社会に貢献し、福祉の増進にも寄与してまいります。 

最後に、会員一人ひとりの活動をとおして、シルバー人材センターの役割や存在

意義を広く理解してもらえるよう、「自主・自立、共働・共助」の基本理念のもと、

矢板市をはじめ関係機関、民間事業所及び市民の皆様のご理解とご支援をいただき

ながら、更なる充実・発展を目指して、会員及び役職員が一丸となって事業を進め

てまいります。 

 

２ シルバー人材センター事業 



 (1) 就業機会提供事業 

   当センターは、会員に対し、次の形態により「臨時的かつ短期的又は軽易な

業務」に係る就業の機会を提供する。 

  ① 請負・委任 

    当センターは、会員に対し、民間や公共から請け負った仕事を、請負また

は委任契約により提供する。 

② 職業紹介事業 

当センターは、公益財団法人栃木県シルバー人材センター連合会と「職業

紹介事業実施に関する協定」を締結し、臨時的かつ短期的又は軽易な業務に

係る雇用を希望する者に対し、職業紹介を行う。 

③ 一般労働者派遣事業 

    当センターは、公益財団法人栃木県シルバー人材センター連合会と「一般

労働者派遣事業実施に関する協定」を締結し、派遣労働を希望する会員に対

し派遣労働を提供する。 

④ 包括的契約 

当センターは、会員に対し、民間や公共から利用申込のあった仕事を、新

たな契約方法により発注者と適合させる。 

 

(2) 就業機会確保事業 

   当センターは、就業機会等の確保・拡大を図るため、次の対策を実施する。 

  ① 普及啓発事業 

 ア 会報の発刊及び市広報等への記事掲載依頼。 

イ 公共機関及び企業等に対し、受注及び会員への勧誘用チラシを配布。 

ウ 各種イベントへの参加及び積極的な社会奉仕活動による、センターの 

イメージアップとＰＲ。 

   エ ホームページによるセンターのＰＲ。 

   オ 役職員及び会員による、口コミでのセンターのＰＲ。 

② 安全・適正就業推進事業 

    事故のない安全な就業の推進を図るとともに、受注した仕事については法

令を遵守した就業となるよう次の取り組みを行う。 

   ア 安全・適正就業の徹底を図るため、安全パトロールによる巡回や、安全・

適正就業の周知徹底を図る。 

   イ 健康と安全に対する意識の高揚を図るため、講習会を開催する。 

   ウ 会員の技術向上を図るため、植木剪定等の講習会を開催する。 

  ③ 就業開拓推進事業 

ア 就業機会の創出を図るため、行政・事業所に対し積極的な訪問活動を行 



う。 

イ 会員による就業開拓活動を支援する。 

   ウ 会員の希望と能力に応じた仕事の開拓を行うとともに、就業機会の拡大

と均衡を図り、就業率の向上に努める。 

④ シルバー元気宅配サービス事業 

   ア 日常生活に不安のある高齢者や障がいのある単独世帯を対象とし、地域

包括支援センター等との連携を図りながら、地域貢献事業として、積極的

な推進を図る。 

  ⑤ 家事まとめてサービス事業 

ア 市内全世帯を対象とし、家庭内の軽作業について、通常より低料金にて 

サービスの提供を行う。 

  ⑥ 空き家・空き地適正管理事業 

   ア 良好な住環境の向上を図るため、空き家・空き地の管理業務を必要とす

る不在所有者に対して、空き家・空き地の適正管理を行う。 

⑦ 塩谷地区２市２町の相互支援 

   ア 塩谷地区シルバー人材センター２市２町による相互支援について、積極

的に推進を図る。 

  ⑧ デジタル化の推進 

   ア フリーランス法及び包括的契約に対応し、会員のスマートフォンやパソ

コンの利用促進を図り、事務処理の効率化・簡素化を進める。 

 

３ 法 人 運 営 

 (1) 理事会 

   事業執行状況や会員の入会・予算承認など、当センターの事業運営にとって

重要な案件を審議・決定するため、年７回程度開催する。 

 


